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資料 ５ 



議員提出第３号議案 
 
 大阪府基金条例一部改正の件 
 
 大阪府基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 



大 阪 府 条 例 第    号  

大 阪 府 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
 大 阪 府 基 金 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 大 阪 府 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る
。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る
。  

附  則  

 こ の 条 例 は
、

規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る
。  

改 正 後  改 正 前  

  
（ 設 置 ） 

第 一 条  （ 略） 

基 金 の 名 称  設 置 の 目 的  

（ 略） （ 略） 

中 央 卸 売 市 場

事 業 減 債 基 金  
（ 略） 

ギ ャ ン ブ ル 等

依 存 症 対 策 基

金  

ギ ャ ン ブ ル 等 依 存 症 対 策 の

推 進 に 資 す る た め 資 金 を 積

み 立 て る こ と
。  

（ 略） （ 略） 

２  （ 略） 

（ 設 置 ） 

第 一 条  （ 略） 

基 金 の 名 称  設 置 の 目 的  

（ 略） （ 略） 

中 央 卸 売 市 場

事 業 減 債 基 金  
（ 略） 

 

  

（ 略） （ 略） 

２  （ 略） 
  



提 案 理 由 
 
今般、上程する大阪府ギャンブル等依存症対策基本条例案の趣旨

を具体化し、実効あるものにするためには、ギャンブル等依存症の

予防・啓発や相談支援、医療提供、社会復帰支援等の取組みが必要

となる。 
このため、府民と協働し、府民が安心して健康的に暮らせる社会

の実現を目的とするギャンブル等依存症対策の取組みを推進する

べく、新たな基金を設置するために本条例を提案するもの。 


